
令和６年能登半島地震
及び

能登豪雨災害募金

お寄せいただいた募金は、日本生活協同組合

連合会より被災地地元「県生協連」に送られ  被
災者への義援金・支援金に使用されます。

【寄付金の使い道】
寄せられた募金は、日本生活協同組合連合会を通じて義援金として被災者へ届けられる他、 支
援金として被災地支援のための活動等に活用されます。

※コープさっぽろで受付する募金は、所得税の寄付金控除の対象となりません。

令和6年（2024年）9月20～22日に石川県能登半島を中心に豪雨が

発生しました。日本生協連では、能登半島沖での大規模な地震の被

災者・被災地を支援するための「令和 6年能登半島地震」を呼びかけ

てきました。

この度の能登半島豪雨を受けて、寄付先を豪雨災害への支援にも広

げ、改めて募金活動を行います。

※被害状況等を踏まえ、地震災害・豪雨災害それぞれの義援金及び

支援金に按分します
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